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発電ガイドライン該当発電所の概要

１．水利権の許可更新時に河川環境保全のため流量を流下させる発電所の条件等の概要

（１）流域変更により、発電取水口又は発電ダムの存ずる河川が属する水系以外の水系
に分水し、又は海に直接放流するもの。

（２）減水区間の延長が１０ｋｍ以上のもので、かつ、次の要件のいずれかに該当する
もの。

① 発電取水口等における集水面積が２００ｋｍ2以上のもの。

② 減水区間の全部又は一部が自然公園法の区域に指定されているもの。

③ 減水区間の沿川が観光地又は集落として相当程度利用されているもの。

など。

（１）河川維持流量の大きさについては、発電取水口等における集水面積１００ｋｍ2

当たり概ね０．１～０．３m3/s程度とするものとする。

ただし、「減水区間に係わる地元市町村等との合意等により、発電水利使用者が運用に

より放流を行い、又は行おうとしている発電所等において河川管理者が当該流量以下で

やむを得ないと認めたとき又は当該流量以上必要があると認めたときには、これによら

ないことができるものとする。

など。

２．河川維持流量



発電ガイドラインによる清流回復（イメージ）
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ガイドラインによる清流回復延長（一級水系）

減水区間総距離約９６００ｋｍ
全発電所数 １５５０発電所

ガイドライン該当発電所
５０６発電所

減水区間距離
約６１００㎞

平成１４年３月末現在

ガイドライン処置済
２８７発電所

減水区間距離
約３５００㎞

清流回復

ガイドライン未処置
２１９発電所

減水区間距離
約２６００㎞

ガイドライン非該当発電所
１０４４発電所

減水区間距離
約３５００㎞

今後の課題

ガイドライン非該当発電所は、以下のとおり。

①減水区間が生じていない。（２４６箇所）

②発電ガイドライン以外で既に維持流量放流済。（２３７箇所、減
水区間約９００㎞）

③今後も放流予定なし。（５６１箇所、減水区間約２，６００㎞）



ガイドラインによる放流量（比流量）の実績

維持流量放流発電所の比流量と流域面積の関係
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発電ダム（更新）
高梁川水系 新見発電所

九頭竜川 長野発電所

庄川水系 御母衣発電所

信濃川水系 広津発電所

太田川水系 芝木川第一発電所

平均0.309m3/s



大山川取水堰

女子畑発電所

柳又発電所

減水区間

九州電力㈱ 柳又・女子畑発電所における清流回復

位置・取水模式図

柳又発電所

高瀬川ダム

Qmax=68.0m3/s
Pmax=61,900KW

三隈堰

上野川堰

Qmax=65.0m3/s

　河川維持流量

　4.5m3/s
　(3/21～9/30)
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　(10/1～3/20)
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Qmax=20.0m3/s

松原ダム

女子畑発電所

大山川取水堰

Qmax=49.62m3/s
Pmax=29,500KW

三芳発電所

松原発電所

大山川取水堰

（現 況）

大山川取水堰下流（金堀橋上流89K400付近）

大山川堰放流量 1.5m3/s

大山川堰放流量 4.5m3/s
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松原・下筌ダム再開発事業で確保 １．５　（Ｏ．３）
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（増放流後）


